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【問合せ】次世代育成支援計画（第3期）、

子ども・子育て支援事業計画…子ども家

庭課管理係 (本庁舎2階 )（5273）4260・

（5273）3610へ。

高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業

計画…高齢者福祉課高齢者福祉企画係(本

庁舎2階)（5273）4591・（5272）0352へ。

障害者計画・第4期障害福祉計画…障害

者福祉課福祉推進係(本庁舎2階)（5273）

4516・（3209）3441へ。

★保育提供区域

東南地域…四谷、笥町、榎町、角筈特別出張所管内
中央地域…若松町、大久保、柏木特別出張所管内
西北地域…戸塚、落合第一、落合第二特別出張所管内

保育園、子ども園等の量の見込み(必要となる定員数）と

　確保数（事業計画から抜粋）

　4月から「子ども・子育て支援新制度」がスター

トすることに伴い、保育園、子ども園等の定員拡

充や地域での子ども・子育て支援事業を総合的、

計画的に行うことを目的として策定しました。

◆次世代育成支援計画（第3期）、子ども・子育て支援事業計画

◆高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画

◆障害者計画・第4期障害福祉計画

　平成27年度～29年度（次世代育成支援計画、子ども・子育て支

援事業計画は31年度まで）を計画期間として、上記の各計画を

策定しました。

　策定には、パブリック・コメント（意見公募）や地域説明会で

お寄せいただいたご意見を参考にしました。たくさんのご意見

をいただきありがとうございました。

　計画の全文、パブリック・コメント制度でお寄せいただいた

ご意見と区の考え方は、新宿区ホームページでご覧いただけま

す。また、4月1日以降、子ども家庭課・高齢者福祉課・障害者福

祉課・広聴担当課（本庁舎3階）・区政情報センター（本庁舎1階）

等で閲覧できます。

■ 次世代育成支援計画（第3期）

　「子育てしやすいまち」を目指し、妊娠期から世帯形成期を対象に、

総合的な次世代育成支援を実現していくことを目的として、次世代

育成支援計画を策定しました。

子子どどもも・・子子育育てて支支援援事事業業計計画画ににおおけけるる

量量のの見見込込みみとと確確保保方方策策

【主な事業】

●子ども家庭・若者サポートネットワーク

●学校問題支援室の運営 ●情報モラル教育の推進

子どもの生きる力と豊かな心を

育てます

　子どもたちの権利を尊重し、自立して生きていくため

に必要な豊かな知性・感性、考える力、体力や生活力が育

つよう、教育環境や育成環境を充実させます。

目標1

【主な事業】

●母親・両親学級等の開催 ●すくすく赤ちゃん訪問

●親と子の相談室

健やかな子育てを応援します
　妊娠、出産、子育て期の母親と家族を支援するサービ

スを充実させます。また、乳幼児期・学童期・思春期を通

じ、心身ともに健やかな成長を促すための支援を充実さ

せます。

目標2

【主な事業】

●家庭・地域の教育力との連携（子育てメッセ）

●区有施設における子育てバリアフリーの推進

安心できる子育て環境をつくります

　子育てを社会全体で支える環境づくりを進め、子

育てしやすいまちの実現を目指します。

目標4

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の取

り組みを進めるとともに、若者の就業促進や自立支

援などの若者支援施策を総合的に推進します。

【主な事業】

●ワーク・ライフ・バランスの意識啓発 ●若者のつ

どい ●障害者・高齢者・若年非就業者等への総合的

な就労支援

目標5

　子ども・子育て支援事業計画では、保育園・子ど

も園・幼稚園等の施設定員や、子ども・子育て支援

事業に関する年度ごとの「量の見込み」と「確保

方策（保育園等の定員内訳や実施時期）」を定めま

した。計画期間中（平成27年度～31年度）は、事業

計画に基づいて整備を行い、就学前の子どもの

ための施設や、子育て支援サービスの充実を図

ります。

【主な事業】

●私立認可保育所等の整備 ●ファミリーサポート事業

●学童クラブの充実

　多様な子育てニーズに対応できるサービスを充実さ

せます。また、子ども・子育て支援事業計画（下記）に基づ

き、保育園の待機児童解消対策などを推進します。

目目標標33 きめこまやかなサービスですべての
子育て家族をサポートします

社会の一員として自分らしく生き

られる環境づくりを推進します

次次世世代代（（子子どどもも・・子子育育てて））、、

高高齢齢者者、、介介護護保保険険、、障障害害者者のの

計計画画をを策策定定ししままししたた

年齢
保育提供

区域（★）
27年度

⇒

31年度
量の見込み 確保量 量の見込み 確保量

0歳
東南 279 272 284 306
中央 171 237 184 245
西北 193 214 205 238

1～2歳
東南 885 873 998 1,019
中央 680 716 669 737
西北 665 743 727 816

3～5歳
東南 1,136 1,143 1,334 1,332
中央 799 960 882 974
西北 893 916 970 1,063

（単位：人）

第6期介護保険事業計画

　団塊の世代すべてが75歳に達する平成37年（2025年）を見据えて、「だれもが人として尊重され

ともに支えあう地域社会」を目指し、住まい・生活支援・介護予防・医療・介護が連携し、一体的かつ継

続的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けて、総合的に施策を推進していきます。

■ 高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画

認知症高齢者への支援体制の充実

　認知症についての正しい知識を普及させるとともに、認知

症の早期発見・早期診断や相談体制の充実を図ります。

【主な事業】●認知症サポーター養成講座●認知症・もの忘

れ相談●認知症介護者支援事業（認知症介護者家族会等）

地域における在宅療養支援体制の充実

　安心して在宅療養ができるよう、在宅医療体制の強化

や医療と介護の連携を推進するなど、在宅療養を支える

体制を充実します。

【主な事業】●在宅医療ネットワークの構築●在宅医療相

談窓口の運営 ●摂食嚥下機能支援事業

「地域の活力」を生かした高齢者を支えるしくみづくり

　新宿区における多様な社会資源と、新宿区で活動する

多くの人々による「地域の活力」を生かし、区と区民等が

一体となって、高齢者の生活を支えるしくみづくりを進

めます。

【主な事業】●高齢者見守り支え合い連絡会の開催 ●介

護支援ボランティア・ポイント事業 ●高齢者見守り登録

事業

基本理念 だれもが人として尊重され ともに支え合う地域社会をめざす

平成37年（2025年）の地域の将来像

心身ともに健やかに いきいきとくらせるまち

　社会参加といきがいづくりへの支援や、介護予防の充

実への取組を進めていきます。

だれもが互いに支え合い 生涯安心してくらせるまち

　区民等との協働により、高齢者の尊厳の保持と自立生

活を支援し、要支援・要介護状態になっても、地域の中で

安心して暮らせるまちづくりを目指します。

基本目標

１ 社会参加といきがいづくりを支援します

２ 健康づくり・介護予防をすすめます

３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のための

　 サービスを充実します

４ 尊厳あるくらしを支援します

５ 支え合いのしくみづくりをすすめます

重点的取組み

　3年を1期として区が定めるもので、介護サービスの整

備計画や第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料算定の

基礎となる計画です。

介護保険サービスの給付費の見込み

　要介護認定者数の増加や介護保険サービス施設の充

実などにより、サービス利用量の増加が見込まれる一

方、制度改正による利用者負担の見直しや介護報酬の改

定等の影響による減少要因を踏まえ、総給付費を約689

億円と見込みました。

介護保険料基準額

　第1号被保険者の負担分（上記総給付費の約22％）から

算出される基準額は、介護給付準備基金（9.7億円）を活

用して月額5,900円となります（第5期から500円上昇）。

　保険料段階は、所得状況などの負担能力に応じて16段

階（第5期は14段階）に設定しました。詳しくは、「広報し

んじゅく」4月15日号でお知らせします。

●介護保険制度の主な改正内容●

　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、

「地域包括ケアシステムの構築」や「費用負担の公平化」を

柱として、平成27年4月から制度の改正が行われます。

地域包括ケアシステムの構築

地域支援事業を充実（在宅医療・介護連携の推進、認知

症施策の推進ほか）、予防給付の一部（訪問介護・通所

介護）を区の実情に応じた多様なサービスを提供できる

地域支援事業で実施[平成28年4月から]、特別養護老

人ホームの新規入所者を原則要介護3以上へ（一部特例

有り）

費用負担の公平化

低所得層への保険料軽減の拡大、一定以上の所得

のある利用者の自己負担の見直し[平成27年8月から]

（サービス利用時の利用者負担を2割へ／高額介護サ

ービス費の現役並み所得者の上限額の引き上げ／施

設利用者の居住費・食費の負担軽減の対象要件に資産

などを追加）

■ 子ども・子育て支援事業計画

　区は、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的

に推進するための障害者計画と、障害福祉サービス等の内容と必要量、供給

体制等を明らかにするための障害福祉計画を一体的に策定しています。

　障害者総合支援法の施行や障害者権利条約の批准な

ど、障害者に関連する法制度が大きく変化した情勢を受

け、新たな理念を施策に反映し、より分かりやすくお伝

えするため策定しました。

■ 障害者計画・第4期障害福祉計画

基本理念

障害者が尊厳を持って生活できる地域社会の実現

バリアフリー社会の実現

必要な時に必要な支援が得られる地域社会の実現

基本目標1 安心して地域生活が送れるための支援

【主な個別施策】（★は重点的な取組み）

相談体制の構築★、病院からの地域生活移行支

援★、権利擁護の推進

基本目標2 ライフステージに応じた成長と自立への
支援

【主な個別施策】

障害等のある子どもへの専門相談の推進★、就

労支援の充実★、文化・スポーツ等への参加の促進

基本目標3 地域社会におけるバリアフリーの促進

【主な個別施策】

障害理解への啓発活動の促進、ユニバーサルデ

ザインを基本としたまちづくりの促進★

障害者・児への各福祉サービスの必要量の見込み

　障害福祉サービス（居宅介護、短期入所、就労継続支援等）

　地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援等）

　障害児支援（児童発達支援、放課後デイサービス等）

　サービス必要量の見込みとサービス提供体制確保の

方策を定め、地域の特性に合った福祉サービスの提供を

計画的に推進します。

利用者負担と軽減措置

　障害者総合支援法の利用者負担の考え方を基本とし、

「区独自の負担軽減策」を引き続き講じ、現行の負担水準

を維持します。

目標1　福祉施設の入所者の地域生活への移行

成果目標

平成26年度末の施設入所者のうち、平成29年度まで

に地域生活へ移行する人数を10名とします。

目標2　地域生活拠点の整備

平成29年度までに地域生活拠点を整備します。

目標3　福祉施設等から一般就労への移行

平成29年度末までに、重層的就労支援体制において

一般就労者数を年間73名以上とします。

第4期障害福祉計画

Ⅰ
類
採
用
試
験
（
土
木
・
建
築
新
方
式
）

を

9月
に
実
施
し
ま
す

　

1次
試
験
で
教
養
試
験
・
論
文
を
課

さ
ず
、
適
性
検
査
・
性
格
検
査
・
専
門
試

験
を
実
施
し
ま
す
。
民
間
企
業
の
志
望

者
等
も
受
験
し
や
す
い
試
験
で
す
。

※
一
般
方
式
と
の
併
願
は
で
き
ま
せ

ん
。詳
し
く
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

7月

宿泊分

子ども・子育て会議　区民委員を募集

　

4月
か
ら
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
の
開
始
に
伴
い
、
学
識
経
験
者
、
子

育
て
中
の
区
民
、
地
域
活
動
団
体
等
で
構

成
す
る
「
新
宿
区
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
」

を
新
た
に
設
置
し
ま
す
。
会
議
で
は
、
地

域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
や
保
育
施

設
の
整
備
等
を
協
議
し
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
で

0歳
～
小
学

6年

生
の
お
子
さ
ん
の
保
護
者
、

4名

※
託
児
が
あ
り
ま
す
。

【
任
期
】

6月
～

29年
6月

【
報
酬
】
会
議
に
出
席
の
都
度
、

1万
円

（
会
議
は
平
日
年

4～

6回
開
催
。
夜
間
に

開
催
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

【
選
考
】

1次
…
作
文
、

2次
…

1次
合
格

者
に
面
接
（

5月
中
旬
こ
ろ
）

【
申
込
み
】「
子
育
て
経
験
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」

「
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
育
つ
ま
ち
」
の
い

ず
れ
か
の
テ
ー
マ
の
作
文（
日
本
語
で

800字

～
千
字
）と
、作
文
と
は
別
の
用
紙
に
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
職
業
・
お
子
さ
ん

の
年
齢
を
記
入
し
、

4月

10日

ま
で
に
子

ど
も
家
庭
課
管
理
係
（
〒

1
6
0・

8
4
8

4歌
舞
伎
町

1―

4―

1、
本
庁
舎

2階
）


（

5
2
7
3）

4
2
6
0へ

郵
送（
必
着
）

ま
た
は
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

1次
選
考
の
結

果
は
、

4月
下
旬
に
応
募
者
全
員
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。作
文
等
は
返
却
し
ま
せ
ん
が
、

選
考
以
外
の
目
的
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

【
職
種
・
採
用
予
定
数
】
▼
①
事
務

930名
、

土
木
造
園
（
土
木
）

55名
、
土
木
造
園
（
造

園
）

10名
、
建
築

41名
、
機
械

17名
、
電
気

28名
、
▼
②
福
祉

50名
、
▼
③
衛
生
監
視

（
衛
生
）

33名
、
▼
④
衛
生
監
視
（
化
学
）

2名
、
▼
⑤
保
健
師

60名

【
対
象
】
▼
①
は
日
本
国
籍
で
昭
和

63年

4月

2日
～
平
成

6年

4月

1日
生
ま

れ
、
▼
②
は
国
籍
を
問
わ
ず
、
昭
和

61年

4月

2日
～
平
成

6年

4月

1日
生
ま

れ
で
、
社
会
福
祉
士
ま
た
は
児
童
指
導

員
の
資
格
が
あ
る
か
、
保
育
士
と
な
る

資
格
が
あ
り
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を

受
け
て
い
る
方
、
▼
③
は
日
本
国
籍
で

昭
和

61年
4月

2日
～
平
成

6年

4

月

1日
生
ま
れ
で
、
食
品
衛
生
監
視
員
・

環
境
衛
生
監
視
員
の
資
格
が
あ
る
方
、

▼
④
は
日
本
国
籍
で
昭
和

61年

4月

2日
～
平
成

6年

4月
1日

生
ま
れ
、

▼
⑤
は
国
籍
を
問
わ
ず
、
昭
和

51年

4
月

2日
～
平
成

6年

4月

1日
生
ま

れ
で
保
健
師
の
免
許
が
あ
る
方

※
平
成

28年
春
ま
で
に
行
わ
れ
る
国
家

試
験
等
で
、
資
格
・
免
許
を
取
得
・
登
録

見
込
み
の
方
を
含
み
ま
す
。

※
平
成

6年

4月

2日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
が
、
特
例
で
受
験
可
能
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
第

1次
試
験
日
】

6月

7日


【
申
込
み
】
郵
送
は

4月

8日

～

15日


（
消
印
有
効
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は

4月

8日

～

17日

（
受
信
有
効
）
に

特
別
区
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課

（
〒

1
0
2・

0
0
7
2千

代
田
区
飯
田

橋

3―

5―

1）

（

5
2
1
0）

9
7

8
7・


h

ttp
://w

w
w

.to
ky

o
2

3
city

.

o
r.jp

/sa
iy

o
u

-sike
n

.h
tm
へ
。
詳
し
く

は
、
区
人
事
課
（
本
庁
舎

3階
）・
特
別
出

張
所
・
区
立
図
書
館
等
で
配
布
の
採
用

試
験
案
内
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

平
成

27年
度

特
別
区
職
員
採
用
試
験

Ⅰ
類
（
一

般
方
式

）

箱根つつじ荘 グリーンヒル八ヶ岳

区民保養施設の利用申し込み

【
受
付
窓
口
】
日
通
旅
行
㈱
新
宿
区

役
所
内
営
業
所
（
本
庁
舎

1階
）

【
受
付
専
用
電
話
】


（

5
2
7
3）

3
8
8
1

【
受
付
日
時
】
月
～
金
曜
日
午
前

9

時
～
午
後

5時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
等
は
日
通

旅
行
㈱

（

3
5
7
3）

8
3
5

0（
午
前

10時
～
午
後

6時
。
電

話
受
け
付
け
の
み
）
へ
。

◎
抽
選
（
区
民
抽
選
予
約
）

　
区
内
在
住
の
方
の
み
申
し
込
め
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

4月

1日

～

10日


（
必
着
）

【
申
込
方
法
】
受
付
窓
口
・
特
別
出
張
所
・

生
涯
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
で
配
布

の
「
抽
選
は
が
き
」
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

4月

18日

こ
ろ
ま
で
に
結

果
通
知
が
届
か
な
い
場
合
は
、
受
付
窓

口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
空
き
室
予
約

　
抽
選
後
の
空
き
室
は
区
内
在
住
の
方

の
み
申
し
込
め
る
「
区
民
優
先
予
約
（
当

選
者
を
含
む
）」、
ど
な
た
で
も
申
し
込

め
る
「
一
般
予
約
」
の
順
に
、
先
着
順
で

受
付
窓
口
で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

空
き
室
の
状
況
は
、
受
付
窓
口
・
特
別
出

張
所
の
ほ
か
、日
通
旅
行
㈱
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ

（

h
ttp

://w
w

w
.n

b
s-to

ky
o
.c

o
.

jp
）で
も
確
認
で
き
ま
す
。

【
申
込
開
始
日
】
▼
区
民
優
先
予
約
…

4月

21日


▼
一
般
予
約
…

5月

1日


※
利
用
料
金
に
は
各
種
割
引
制
度
が

あ
り
ま
す
。
箱
根
つ
つ
じ
荘
に
宿
泊

す
る
方
に
は
、
小
田
急
線
の
運
賃
割

引
証
を
発
行
し
ま
す
。

※
利
用
の
ご
案
内
「
区
民
保
養
施
設
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
」
は
、
抽
選
は
が
き
と
と

も
に
、
受
付
窓
口
等
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

【
区
の
担
当
課
】生
涯
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
課
生
涯
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
係
（
本

庁
舎

1階
）
（

5
2
7
3）

4
3
5
8

　
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
八
ヶ
岳

　
か

ら
の

お
知

ら
せ


新
宿
駅
西
口
発
観
光
バ
ス
ツ
ア
ー

　
往
復
バ
ス
と
宿
泊
・
観
光
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
ま
す
（

2泊

3日
）。申
し
込
み

に
は
、事
前
に
宿
泊
予
約
が
必
要
で
す
。

【

7月
の
出
発
日
・
コ
ー
ス
】

▼

6日

…
黒
部
ダ
ム
大
放
流
、
富
士

山
五
合
目
と
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー

▼

15日

…
車
山
＆
ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ

ン
の
ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
と
山
梨
の
桃

狩
り

※
ツ
ア
ー
行
程
等
の
見
直
し
に
伴
い
、

4月
か
ら
料
金
を
改
定
し
ま
す
。


バ
ー
デ
ハ
ウ
ス（
屋
内
プ
ー
ル
）
の

　
改
修
工
事

【
工
事
期
間
】

6月
中
（

2週
間
程
度
）

※
屋
内
プ
ー
ル
が
利
用
で
き
な
い
日

が
あ
り
ま
す
（
宿
泊
、
他
の
附
帯
施
設

は
利
用
で
き
ま
す
）
。

【
問
合
せ
】
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
八
ヶ
岳


0

5
5
1（

3
2）

7
0
1
1へ

。
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（


h
ttp

://w
w

w
.ken

ko
u

m
u

ra
.

jp
/
）
で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

ケーブルテレビの「デジアナ変換サービス」が

終了します

　アナログテレビでも暫定的にデジタル放送を視

聴できる「デジアナ変換サービス」は、3月末で終了

します（ジェイコム港・新宿は3月26日、スカパー

JSATは31日に終了）。

【問合せ】3月31日まで…総務省デジタルサポー

トセンター0570（07）0101、4月1日から…総

務省関東総合通信局放送課（6238）1944へ。
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